　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（一社）日本クレーン協会和歌山支部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　インボイス：登録番号T5010605002518
　　　　　　　　移動式クレーン定期自主検査者安全教育のご案内

　　  　クレーン等については、労働安全衛生法第４５条に基づき定期に自主検査を実施することが義務づけ
られ、又厚生労働省通達によりこれら自主検査を行う者に対しては一定の教育講習を修了する必要がある
と定められています。一般社団法人日本クレーン協会では、これらに基づき標題の教育を全国で実施して

いるところでありますが、このたび当支部では下記により本教育講習会を開催致しますので、この機会に
関係者が受講されますようご案内申し上げます。

　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
１．講習会日時　　　令和８年７月１０日（金）　　　（午前９：００～午後５：００）
２．場　所　　　　　（一社）日本クレーン協会　和歌山支部　
　　　　　　　　　　　和歌山市畑屋敷中ノ丁５和綿ビル２F（電話０７３－４３１－８０２７）

３．講習科目及び時間

(1) 移動式クレーン定期自主検査の意義、関係法令及び災害事例

(2) 移動式クレーンの上部旋回体、下部走行体及びアウトリガーの検査に関する知識

(3) 移動式クレーンのﾌﾛﾝﾄｱﾀｯﾁﾒﾝﾄの検査に関する知識

(4) クレーン機能を備えた油圧ｼｮﾍﾞﾙｸﾚｰﾝ部分の検査に関する知識

(5) 移動式クレーンの安全装置の検査に関する知識

(6) 移動式クレーンの荷重試験の方法及び各部給油一般の検査に関する知識

４．受講料等

（１）会　員　　　　１７，２００円／人（受講料＋テキスト代・消費税含む）
（２）非会員　　　　２０，２００円／人（受講料＋テキスト代・消費税含む）

　　５．受講申込

　　　　　　　　　　別紙の受講申込書に受講料を添えて下記へお申し込み下さい。

　　　　　　　　　　　一般社団法人　日本クレーン協会和歌山支部
〒６４０－８３９５　和歌山市畑屋敷中の丁５和綿ビル４階

（電話０７３－４３１－８０２７）（ＦＡＸ０７３－４２７－６４６７）

　　　　　　　　　　（受講料振込の場合）　紀陽銀行　東和歌山支店（普通預金）
　 　口座番号　１４５７５８７ ｼｬ)ﾆﾎﾝｸﾚｰﾝｷｮｳｶｲﾜｶﾔﾏｼﾌﾞ

　　　　　　　　　　　（受講料振込確認後「受講票」をお送りします）

　　６．申込み締め切り

　　　　　　　　　（１）定員　３０名程度。

　　　　　　　　　（２）期日　令和８年７月２日（木）まで

　　７．その他

（１）受講者には「一般社団法人　日本クレーン協会」の修了証を交付します。

（２）受講者の取消し及び変更は、講習日の５日前までとします。（土・日・祝日除く）.

なお、その後の受講取消し及び欠席の場合は受講料の返金はできません。
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　　　〒６４０－８３９５　和歌山市畑屋敷中ノ丁５　
和綿ビル２F　講習会場
　＊和綿ビルの駐車場は利用できません。
 ＊車でご来場の方は、周辺のコインパーキング
　　（６時~１８時最大２００円多数有り）をご利用ください
（一社）日本クレーン協会和歌山支部
TEL073-431-8027
